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(57)【要約】
【課題】心疾患を診断するための的確な超音波画像を収
集して、心疾患の診断を容易にすること。
【解決手段】実施の形態の超音波画像診断装置では、収
集部は、被検体から第１の音波情報を収集する。記憶部
は、第２の音波情報を記憶する。抽出部は、第１の音波
情報と第２の音波情報との比較結果に基づいて、第１の
音波情報から第３の音波情報を抽出する。特定部は、第
３の音波情報が含まれる時間領域を特定する。表示部は
、特定部により特定された時間領域に対応する被検体の
超音波画像を表示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体から第１の音波情報を収集する収集部と、
　第２の音波情報を記憶する記憶部と、
　前記第１の音波情報と前記第２の音波情報との比較結果に基づいて、前記第１の音波情
報から第３の音波情報を抽出する抽出部と、
　前記第３の音波情報が含まれる時間領域を特定する特定部と、
　前記特定部により特定された前記時間領域に対応する前記被検体の超音波画像を表示す
る表示部と、
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記収集部は、前記被検体に対して送信した超音波の反射波を受信する超音波プローブ
であり、
　前記抽出部は、前記第１及び前記第２の音波情報の周波数成分を比較し、周波数成分の
差異に基づいて前記第３の音波情報を抽出することを特徴とする請求項１に記載の超音波
診断装置。
【請求項３】
　前記収集部は、前記被検体の心臓から発せられる心音を取得する心音取得器であり、
　前記抽出部は、前記第１及び前記第２の音波情報のパターンマッチングを行なうことで
取得した心音の差異に基づいて前記第３の音波情報を抽出することを特徴とする請求項１
に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記表示部は、さらに、前記超音波画像と並べて表示した前記被検体の心電図において
、前記特定部により特定された前記時間領域に対応する部分を強調表示することを特徴と
する請求項１～３のいずれか１つに記載の超音波画像診断装置。
【請求項５】
　被検体から第１の音波情報を収集する収集手順と、
　前記第１の音波情報と第２の音波情報を記憶する記憶部から取得した前記第２の音波情
報との比較結果に基づいて、前記第１の音波情報から第３の音波情報を抽出する抽出手順
と、
　前記第３の音波情報が含まれる時間領域を特定する特定手順と、
　前記特定手順により特定された前記時間領域に対応する前記被検体の超音波画像を表示
する表示手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする信号解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、超音波診断装置及び信号解析プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置は、超音波プローブに設けられた圧電素子から発生する超音波パ
ルスを被検体内に送信し、被検体組織の音響インピーダンスの差異によって生ずる超音波
反射波を前記圧電素子により受信して生体情報を収集するものである。また、超音波診断
装置は、超音波プローブを接触させるだけの簡単な操作で超音波画像データのリアルタイ
ム表示が可能となるため、各種臓器の形態診断や機能診断に広く用いられている。
【０００３】
　例えば、超音波診断装置は、心室や心房の大きさ、壁の厚さ、壁の動き、弁の形態や動
きなどを画像として表示する。そして、超音波診断装置によって表示された画像を用いて
、医師が心臓に係る疾患を診断する。なお、以下では、心臓に係る疾患を心疾患と記す。
【０００４】
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　このような、超音波診断装置を用いた心疾患の診断は、例えば、聴診器を用いた診断に
おいて異常な音を捉えたり、心電図による検査で異常な心拍を捉えたりした場合に、その
元となる心疾患を特定するために行われる。例えば、異常な音である心雑音については、
心臓の収縮期に生じる収縮期雑音及び拡張期に生じる拡張期雑音それぞれで、特徴的な心
疾患が知られている。
【０００５】
　このことから、超音波診断装置の操作者は、聴診器や心電図などを用いた検査から予想
される心疾患を判定するために、心雑音が発生するタイミングに合せた画像を収集する。
例えば、超音波診断装置の操作者は、被検体に心電図を取得するためのセンサを装着させ
、得られた心電図の波形を参照して心雑音が発生するタイミングを調べながら、予想され
る心疾患を特定したり、心疾患の程度を判断したりするための画像を収集する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－０２２４１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術においては、操作者の熟練度によっては、必ずしも、心疾患を
診断するための的確な超音波画像を収集することができず、心疾患の診断が困難となる場
合があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施の形態の超音波画像診断装置は、収集部と、記憶部と、抽出部と、特定部と、表示
部とを備える。収集部は、被検体から第１の音波情報を収集する。記憶部は、第２の音波
情報を記憶する。抽出部は、第１の音波情報と第２の音波情報との比較結果に基づいて、
第１の音波情報から第３の音波情報を抽出する。特定部は、第３の音波情報が含まれる時
間領域を特定する。表示部は、特定部により特定された時間領域に対応する被検体の超音
波画像を表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施例１に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である。
【図２】図２は、実施例１に係るデータ処理部の構成を説明するための図である。
【図３】図３は、実施例１に係る抽出部の抽出処理の一例を示す図である。
【図４】図４は、実施例１に係る特定部による特定処理の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施例１に係る制御部による画像の表示制御の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施例１に係る制御部によるＥＣＧ波形の表示制御の一例を示す図であ
る。
【図７】図７は、実施例１に係る超音波診断装置による信号解析処理の手順を示すフロー
チャートである。
【図８】図８は、実施例２に係る超音波診断装置の構成を示す図である。
【図９】図９は、実施例２に係るデータ処理部の構成を説明するための図である。
【図１０】図１０は、実施例２に係る抽出部１５１ａの抽出処理の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例２に係る特定部による特定処理の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、実施例２に係る超音波診断装置による信号解析処理の手順を示すフ
ローチャートである。
【図１３】図１３は、超音波診断装置の自動変更の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、付加表示の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
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【００１０】
　まず、実施例１に係る超音波診断装置の構成について、図１を用いて説明する。図１は
、実施例１に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である。図１に示すように、
実施例１に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と、モニタ２と、入力装置３と、心
電計４と、装置本体１０とを有する。
【００１１】
　超音波プローブ１は、複数の圧電素子を有し、これら複数の圧電素子は、後述する装置
本体１０が有する送信部１１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生し、さらに、
被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ１は、圧電
素子に設けられる整合層と、圧電素子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材
などを有する。
【００１２】
　超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体
Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号とし
て超音波プローブ１が有する複数の圧電素子にて受信される。受信される反射波信号の振
幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお、
送信された超音波パルスが移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合の反射
波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して、周
波数偏移を受ける。
【００１３】
　モニタ２は、超音波診断装置の操作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１０において生成さ
れた超音波画像を表示したりする。
【００１４】
　入力装置３は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有し、超音波診断装置の操作者からの各種
設定要求を受け付け、装置本体１０に対して受け付けた各種設定要求（例えば、関心領域
の設定要求など）を転送する。なお、本実施例１に係る入力装置３は、後述する画像生成
部１５３による画像処理の開始および終了を操作者から受け付けるための「処理実行スイ
ッチ」を有する。
【００１５】
　心電計４は、図示しないセンサを有し、被検体Ｐに接続されたセンサにより被検体Ｐの
心臓の拡張及び収縮運動を計測し、心電図（ＥＣＧ：Electrocardiograph）を生成する。
具体的には、心電計４は、心臓の筋肉が全身に血液を循環させるために拡張と収縮を繰り
返すときに発生する微弱な活動電流をセンサによって取得し、取得した活動電流の変化を
波形として表したＥＣＧ波形を生成する。
【００１６】
　装置本体１０は、超音波プローブ１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成する
装置であり、図１に示すように、送信部１１と、受信部１２と、Ｂモード処理部１３と、
ドプラ処理部１４と、データ処理部１５と、画像メモリ１６と、制御部１７と、内部記憶
部１８とを有する。
【００１７】
　送信部１１は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルス回路などを有し、超音波プロー
ブ１に駆動信号を供給する。パルス回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成す
るためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１から発
生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために用いられる圧電素子ご
との遅延時間を、パルス回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリガ発生
回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１に駆動信号（駆動パルス
）を印加する。
【００１８】
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　受信部１２は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プローブ１が受
信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。アンプ回路は、
反射波信号を増幅してゲイン補正処理を行ない、Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射
波信号をＡ／Ｄ変換して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え、加算器は、Ａ
／Ｄ変換器によって処理された反射波信号の加算処理を行なって反射波データを生成する
。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調
される。
【００１９】
　このように、送信部１１および受信部１２は、超音波の送受信における送信指向性と受
信指向性とを制御する。Ｂモード処理部１３は、受信部１２から反射波データを受け取り
、対数増幅、包絡線検波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデー
タ（Ｂモードデータ）を生成する。ドプラ処理部１４は、受信部１２から受け取った反射
波データから速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分
を抽出し、平均速度、分散、パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ド
プラデータ）を生成する。
【００２０】
　データ処理部１５は、Ｂモード処理部１３が生成したＢモードデータや、ドプラ処理部
１４が生成したドプラデータから、超音波画像を生成する。具体的には、データ処理部１
５は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表されるビデオフォーマットの
走査線信号列に変換（スキャンコンバート）することで、Ｂモードデータやドプラデータ
から表示用の超音波画像（Ｂモード画像やドプラ画像）を生成する。さらに、データ処理
部１５は、受信部１２によって受信された反射波信号と心電計４によって生成されたＥＣ
Ｇ波形とを用いた信号解析処理を行なう。なお、信号解析処理については、後に詳述する
。画像メモリ１６は、データ処理部１５が生成した超音波画像を記憶するメモリである。
【００２１】
　制御部１７は、超音波診断装置における処理全体を制御する。具体的には、制御部１７
は、入力装置３を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１８から読込
んだ各種制御プログラムおよび各種設定情報に基づき、送信部１１、受信部１２、Ｂモー
ド処理部１３、ドプラ処理部１４およびデータ処理部１５の処理を制御したり、画像メモ
リ１６が記憶する超音波画像などをモニタ２にて表示するように制御したりする。また、
制御部１７は、受信部１２によって受信された反射波信号と心電計４によって取得された
ＥＣＧ波形とを用いたデータ処理部１５の信号解析処理を制御する。
【００２２】
　内部記憶部１８は、第２の音波情報を記憶する。具体的には、内部記憶部１８は、心疾
患を罹患していない健常者が超音波診断を受信した際の反射波信号のデータや健常者の心
電図や心音図のデータを記憶する。例えば、内部記憶部１８は、反射波信号のデータとし
て、健常者の反射波信号のスペクトルやスペクトルを周波数解析することで得られた周波
数成分を記憶する。また、内部記憶部１８は、心電図や心電図のデータとして、ＥＣＧ波
形やＰＣＧ（phonocardiogram）波形を記憶する。
【００２３】
　また、内部記憶部１８は、超音波送受信、画像処理および表示処理を行なうための制御
プログラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルや、
ボディマークや各種設定情報などの各種データを記憶する。内部記憶部１８は、データ処
理部１５により実行される信号解析処理に用いられる各種情報を記憶する。さらに、内部
記憶部１８は、必要に応じて、画像メモリ１６が記憶する画像の保管などにも使用される
。なお、内部記憶部１８が記憶するデータは、図示しないインターフェース回路を経由し
て、外部の周辺装置へ転送することができる。
【００２４】
　このように、実施例１に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１から送信した超音波
の反射波に基づいて超音波画像を生成するが、以下、詳細に説明するデータ処理部１５の
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処理により、実施例１に係る超音波診断装置によって生成される超音波画像では、心疾患
を診断するための的確な超音波画像を収集して、心疾患の診断を容易にすることが可能と
なるように構成されている。以下、実施例１に係るデータ処理部１５の処理について、図
２などを用いて詳細に説明する。なお、以下では、心疾患に起因する「異音及び雑音」と
反射波信号に含まれる「異音成分」とを「異常音」として定義する。ここでいう心疾患に
起因する「異音及び雑音」とは、心疾患を罹患している被検体の心臓が自発的に発生させ
ている音を意味する。また、反射波信号に含まれる「異音成分」とは、超音波を当てた被
検体から反射された反射波信号に含まれる音を意味している。
【００２５】
　図２は、実施例１に係るデータ処理部１５の構成を説明するための図である。実施例１
に係るデータ処理部１５は、図２に示すように、抽出部１５１と、特定部１５２と、画像
生成部１５３とを有する。
【００２６】
　画像生成部１５３は、超音波画像を生成して画像メモリ１６に格納する。具体的には、
画像生成部１５３は、超音波画像を生成して、生成した超音波画像に時刻情報を対応付け
て画像メモリ１６に格納する。
【００２７】
　抽出部１５１は、第１の音波情報と第２の音波情報との比較結果に基づいて、第１の音
波情報から第３の音波情報を抽出する。具体的には、抽出部１５１は、超音波プローブ１
が受信した反射波信号から受信部１２によって生成された反射波信号のデータと、内部記
憶部１８によって記憶された健常者の反射波信号のデータとを比較して、受信部１２によ
って生成された反射波信号のデータから健常者の反射波信号のデータとは異なる周波数成
分を異常音成分として抽出する。
【００２８】
　図３は、実施例１に係る抽出部１５１の抽出処理の一例を示す図である。例えば、抽出
部１５１は、走査線ごとに、図３に示すように、反射波に対してフーリエ変換を実行する
。そして、抽出部１５１は、フーリエ変換によって周波数ごとの成分に変換された各成分
が、超音波画像を生成するための画像成分であるか、或いは、心臓の超音波検査を行った
場合に発生するノイズ成分であるか否かを判定する。
【００２９】
　例えば、抽出部１５１は、画像成分とノイズ成分からなる健常者の反射波信号のスペク
トルと、被検体Ｐの反射波信号のスペクトルとを比較する。そして、抽出部１５１は、被
検体の反射波信号のスペクトルにおいて、健常者の反射波信号のスペクトルに含まれない
周波数成分を異常音成分として判定する。すなわち、抽出部１５１は、被検体Ｐの反射波
信号のスペクトルが画像成分及びノイズ成分に加えて、それ以外の周波数成分を含んでい
た場合に、該周波数成分を異常音成分として判定する。
【００３０】
　また、例えば、抽出部１５１は、健常者の反射波信号のスペクトルと、被検体Ｐの反射
波信号のスペクトルとのパターンマッチングを実行して、一致度が所定の閾値以下であっ
た場合に、被検体Ｐの反射波信号に異常音成分が含まれていると判定する。例えば、抽出
部１５１は、健常者の反射波信号のスペクトルと被検体Ｐの反射波信号のスペクトルとの
相関値を算出することで、２つのスペクトル間の一致度を測定する。例を挙げれば、２つ
のスペクトル間の相関値が「０．９」～「１．０」であった場合には、抽出部１５１は、
２つのスペクトルは一致していると判定する。
【００３１】
　一方、２つのスペクトル間の相関値が「０．９」未満であった場合には、抽出部１５１
は、２つのスペクトルは一致していないと判定して、被検体Ｐの反射波信号に異常音成分
が含まれていると判定する。
【００３２】
　また、例えば、抽出部１５１は、所定の範囲で設定された異常音成分の周波数範囲を用
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いて、被検体Ｐの反射波信号のスペクトルに異常音成分が含まれるか否かを判定する。か
かる場合には、抽出部１５１は、被検体Ｐの反射波信号において、異常音成分の周波数範
囲内の強度が所定の閾値を越えた場合に、被検体Ｐの反射波信号のスペクトルに異常音成
分が含まれていると判定する。
【００３３】
　仮に、１Ｍｈｚ（Megahertz）～１、３Ｍｈｚが異常音成分の周波数範囲であった場合
には、抽出部１５１は、被検体Ｐの反射波信号において、１Ｍｈｚ～１、３Ｍｈｚの範囲
内の強度が所定の閾値を越えた場合に、被検体Ｐの反射波信号のスペクトルに異常音成分
が含まれていると判定する。
【００３４】
　抽出部１５１は、上述した異常音成分の有無の判定を走査線ごとの反射波信号に対して
順次実行して、各反射波信号から異常音成分を抽出する。なお、異常音成分の有無を判定
するための、健常者の反射波信号のスペクトル、画像成分、ノイズ成分、異常音成分の周
波数範囲は、内部記憶部１８によって記憶されている。すなわち、抽出部１５１は、内部
記憶部１８から健常者の反射波信号のスペクトル、画像成分、ノイズ成分、異常音成分の
周波数範囲を適宜読み出し、上述した異常音成分の有無の判定を実行する。なお、上述し
た一致度を判定するための閾値や反射波信号の強度の閾値は、超音波診断装置の利用者に
よって任意に設定される。また、異常音成分の周波数範囲は、異常音成分の周波数に関す
る過去のデータに基づいて、超音波診断装置の利用者によって任意に設定される。
【００３５】
　図２に戻って、特定部１５２は、第３の音波情報が含まれる時間領域を特定する。具体
的には、特定部１５２は、抽出部１５１によって異常音成分が抽出された反射波信号を用
いて生成された超音波画像が、被検体Ｐのどの心位相にて生成された超音波画像であるか
を特定する。例えば、特定部１５２は、異常音成分を含む反射波信号を用いて生成された
超音波画像が、被検体Ｐから取得したＥＣＧ波形のどの位置に対応する画像であるかを特
定する。
【００３６】
　ここで、本実施例に係る超音波診断装置においては、異常音成分を含む時間領域を特定
するために、ＥＣＧ波形の取得時及び超音波の送信時それぞれの時間情報を画像メモリ１
６に記憶する。例えば、画像メモリ１６は、心電計４がＥＣＧ波形を生成する際の開始及
び終了時刻を記憶する。また、画像メモリ１６は、超音波プローブ１が超音波を送信した
際の時刻情報を記憶する。
【００３７】
　特定部１５２は、画像メモリ１６によって記憶されたＥＣＧ波形の時刻情報及び超音波
送信時の時刻情報に基づいて、異常音成分を含む反射波信号を用いて生成された超音波画
像が、ＥＣＧ波形の心拍領域のどの位置に対応するかを特定する。図４は、実施例１に係
る特定部１５２による特定処理の一例を示す図である。
【００３８】
　図４においては、横方向を時間軸とするＥＣＧ波形を示している。また、図４のＰ、Ｑ
、Ｒ及びＳは、心拍の特徴点を示している。例えば、特定部１５２は、図４に示すように
、ＥＣＧ波形における心拍領域に対応する４０フレームの超音波画像のうち、異常音成分
を含む反射波信号を用いて生成された超音波画像を特定し、特定した超音波画像に対応す
るＥＣＧ波形の位置を異常音発生期間として決定する。すなわち、図４においては、心拍
の特徴点Ｐに達する直前から特徴点Ｑを経た後に対応する超音波画像それぞれを生成する
ために用いられた反射波信号に異常音成分が含まれていたことを意味している。そして、
特定部１５２は、決定した異常音発生期間の情報を画像メモリ１６に格納する。
【００３９】
　制御部１７は、特定部１５２により特定された時間領域に対応する被検体Ｐの超音波画
像をモニタ２に表示させる。具体的には、制御部１７は、画像生成部１５３によって生成
された超音波画像に対応付けられた時刻情報と、特定部１５２によって画像メモリ１６に
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格納された異常音発生期間の情報とを参照して、全期間の超音波画像と異常音発生期間に
対応する超音波画像とをそれぞれ画像メモリ１６から読み出し、モニタ２にそれぞれ表示
させる。
【００４０】
　図５は、実施例１に係る制御部１７による画像の表示制御の一例を示す図である。例え
ば、制御部１７は、図５に示すように、異常音発生期間及び全期間それぞれのシネ（Cine
）データを同時にモニタ２に並列表示させる。なお、図５に示す全期間シネデータとは、
今回の検査で生成された複数の超音波画像をまとめて動画表示させるためのデータである
。また、図５に示す異常音発生期間シネデータとは、特定部１５２によって特定された異
常音発生期間に生成された複数の超音波画像を動画表示させるためのデータである。
【００４１】
　さらに制御部１７は、ＥＣＧ波形において、異常音発生期間の部分を強調してモニタ２
に表示させる。図６は、実施例１に係る制御部１７によるＥＣＧ波形の表示制御の一例を
示す図である。図６においては、異常音発生期間のシネデータについて示している。例え
ば、制御部１７は、図６に示すように、異常音発生期間のシネデータとともに、異常音発
生期間を強調したＥＣＧ波形をモニタ２に表示させる。
【００４２】
　このように、実施例１に係る超音波診断装置は、被検体Ｐの心臓の異常音発生期間を特
定し、特定した期間の超音波画像を自動で表示することで、心疾患の診断を容易にするこ
とができる。
【００４３】
　次に、図７を用いて、実施例１に係る超音波診断装置の処理について説明する。図７は
、実施例１に係る超音波診断装置による信号解析処理の手順を示すフローチャートである
。なお、図７においては、被検体Ｐに対して超音波プローブ１から超音波が送信された後
の処理について示している。図７に示すように、実施例１に係る超音波診断装置において
は、超音波プローブ１が反射波信号を受信すると（ステップＳ１０１肯定）、抽出部１５
１が反射波信号を解析する（ステップＳ１０２）。具体的には、抽出部１５１は、反射波
信号を周波数解析する。
【００４４】
　ここで、反射波信号に異常音成分が含まれていた場合には（ステップＳ１０３肯定）、
特定部１５２が異常音成分の発生時期を特定する（ステップＳ１０４）。具体的には、特
定部１５２は、心臓の動きがどのような状態の時に異常音成分が発生したかを特定する。
【００４５】
　その後、制御部１７が、全期間の超音波画像に加えて、異常音発生期間の超音波画像及
び時期をモニタ２に表示させて（ステップＳ１０５）、処理を終了する。具体的には、制
御部１７は、全期間の超音波画像及び異常音発生期間の超音波画像とともに、異常音発生
期間を強調したＥＣＧ波形をモニタ２に表示させる。一方、反射波信号に異常音成分が含
まれていない場合には（ステップＳ１０３否定）、制御部１７は、全期間の画像のみをモ
ニタ２に表示させる（ステップＳ１０６）とともに、異常音成分が含まれていない旨のメ
ッセージをモニタ２に表示させて、処理を終了する。
【００４６】
　上述したように、実施例１によれば、超音波プローブ１が被検体Ｐからの反射波信号を
受信する。内部記憶部１８が健常者の反射波データを記憶する。そして、抽出部１５１が
、超音波プローブ１によって受信された反射波信号と、内部記憶部１８によって記憶され
た健常者の反射波データとの比較結果に基づいて、超音波プローブ１によって受信された
反射波信号から異常音成分を抽出する。その後、特定部１５２が異常音発生期間を特定す
る。そして、モニタ２が、特定部１５２によって特定された異常音発生期間に生成された
被検体Ｐの超音波画像を表示する。従って、実施例１に係る超音波診断装置は、被検体Ｐ
の心臓の異常音発生期間を特定と異常音発生期間の超音波画像の表示とを同時に自動的に
実行することができ、心疾患の診断を容易にすることを可能にする。
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【００４７】
　また、実施例１によれば、抽出部１５１が、超音波プローブ１によって受信された反射
波信号を周波数解析することで取得した周波数成分のうち、健常者の反射波信号の周波数
成分とは異なる周波数成分を異常音成分として抽出する。従って、実施例１に係る超音波
診断装置は、新たな装置を追加することなく、既存の超音波診断装置に被検体Ｐの心臓の
異常音発生期間の特定と異常音発生期間の超音波画像の自動表示とを容易に実現すること
を可能にする。
【００４８】
　また、実施例１によれば、制御部１７が、被検体ＰのＥＣＧ波形において、特定部１５
２により特定された異常音成分の発生時期に対応する部分を強調して、モニタ２に表示さ
せる。従って、実施例１に係る超音波診断装置は、心拍のどの位置で異常音成分が発生し
たかを医師などに提供することができ、心疾患を特定することを可能にする。例えば、実
施例１に係る超音波診断装置を用いて超音波診断を行うことで、超音波画像の取得及び異
常音が生じる心位相の抽出を同時に行うことができ、小児患者に対して複数の検査を実行
することなく心疾患を特定することができる。すなわち、実施例１に係る超音波診断装置
は、検査に係る時間を短縮でき、小児患者の苦痛を和らげることを可能にする。
【実施例２】
【００４９】
　上記実施例１では、超音波プローブ１によって受信された反射波信号を用いて異常音発
生期間を特定する場合について説明した。実施例２では、被検体Ｐの心音を用いて異常音
発生期間を特定する場合について説明する。
【００５０】
　まず、実施例２に係る超音波診断装置の構成について説明する。図８は、実施例２に係
る超音波診断装置の構成を示す図である。実施例２に係る超音波診断装置は、図８に示す
ように、実施例１に係る超音波診断装置と比較して、ＰＣＧ／ＥＣＧユニット５を新たに
有する点と、データ処理部１５ａによる処理内容と、画像メモリ１６ａ及び内部記憶部１
８ａによって記憶されるデータとが、実施例１とは異なる。以下、これらを中心に説明す
る。なお、データ処理部１５ａによる処理内容と、画像メモリ１６ａ及び内部記憶部１８
ａによって記憶されるデータとについては、図９を用いて詳述する。
【００５１】
　ＰＣＧ／ＥＣＧユニット５は、図示しないＰＣＧ用センサ及びＥＣＧ用センサを有する
。そして、ＰＣＧ／ＥＣＧユニット５は、被検体Ｐに接続されたＰＣＧ用センサにより被
検体Ｐの心臓の拍動音を計測し、ＰＣＧ（心音図）を生成する。具体的には、ＰＣＧ／Ｅ
ＣＧユニット５は、被検体Ｐに接続されたＰＣＧ用センサにより取得された音波の周波数
解析を実行して、ＰＣＧ波形を生成する。また、ＰＣＧ／ＥＣＧユニット５は、被検体Ｐ
に接続されたＥＣＧ用センサにより被検体Ｐの心臓の拡張及び収縮運動を計測し、ＥＣＧ
波形を生成する。
【００５２】
　図９は、実施例２に係るデータ処理部１５ａの構成を説明するための図である。図９に
示すように、実施例２に係るデータ処理部１５ａは、抽出部１５１ａ及び特定部１５２ａ
の処理内容が、実施例１とは異なる。
【００５３】
　抽出部１５１ａは、ＰＣＧ／ＥＣＧユニット５によって取得された被検体Ｐの心臓から
発せられる心音を示すＰＣＧ波形と、内部記憶部１８ａによって記憶された健常者のＰＣ
Ｇ波形とのパターンマッチングを行うことで、被検体ＰのＰＣＧ波形において異常音が生
じた時間領域を抽出する。図１０は、実施例２に係る抽出部１５１ａの抽出処理の一例を
示す図である。図１０においては、横方向を時間軸としたＰＣＧ波形を示している。
【００５４】
　例えば、抽出部１５１ａは、図１０に示すように、被検体Ｐから取得したＰＣＧ波形と
、健常者のＰＣＧ波形とのパターンマッチングを実行する。そして、抽出部１５１ａは、
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２つのＰＣＧ波形間で一致しない時間領域を異常音が発生した時間領域として抽出する。
【００５５】
　例えば、抽出部１５１ａは、被検体Ｐから取得したＰＣＧ波形と健常者のＰＣＧ波形と
の相関値を算出することで、２つのＰＣＧ波形間の一致度を測定する。例を挙げれば、２
つのＰＣＧ波形間の相関値が「０．８」～「１．０」であった場合には、抽出部１５１ａ
は、２つのＰＣＧ波形は一致していると判定する。
【００５６】
　一方、２つのＰＣＧ波形間の相関値が「０．８」未満であった場合には、抽出部１５１
ａは、２つのＰＣＧ波形は一致していないと判定する。そして、抽出部１５１ａは、２つ
のＰＣＧ波形間で波形が異なる時間領域を異常音が発生した時間領域として抽出する。
【００５７】
　図９に戻って、特定部１５２ａは、抽出部１５１ａにより抽出された時間領域に対応す
る心位相の時期を特定する。具体的には、特定部１５２ａは、ＥＣＧ波形において、異常
音が発生した時間領域に対応する時期を特定する。図１１は、実施例２に係る特定部１５
２ａによる特定処理の一例を示す図である。図１１においては、横方向を時間軸としたＰ
ＣＧ波形及びＥＣＧ波形を示している。
【００５８】
　例えば、特定部１５２ａは、図１１に示すように、ＰＣＧ波形において異常音が発生し
た時間領域に対応するＥＣＧ波形の位置を特定する。ここで、特定部１５２ａは、心音の
元となる心臓の動きと、心臓の筋肉の活動電流とに基づいて、ＰＣＧ波形において異常音
が発生した時間領域に対応するＥＣＧ波形の位置を特定する。
【００５９】
　心音は、心臓の拍動や弁の開閉、血流の音であり、ほぼ一定に発生している。すなわち
、ＰＣＧ波形における各波形と、心臓の動きとは対応付けられている。また、心臓の筋肉
から発生する活動電流においても心臓の動きと対応付けられている。従って、特定部１５
２ａは、ＰＣＧ波形において、異常音が発生した時間領域の波形が心臓のどの動きに対応
する部分であるかを特定し、特定した動きに対応するＥＣＧ波形の領域を異常音発生期間
として決定する。
【００６０】
　例えば、特定部１５２ａは、心音図の異常音が発生した時間領域を心臓の拡張時に対応
する部分であると特定する。そして、特定部１５２ａは、心臓の拡張時に対応するＥＣＧ
波形の領域を異常音発生期間として決定する。そして、特定部１５２ａは、決定した異常
音発生期間の情報を画像メモリ１６ａに格納する。
【００６１】
　上述したように、実施例２においては、被検体Ｐの心音を用いて、心臓の異常音発生期
間を決定する。そして、制御部１７は、画像生成部１５３によって生成された超音波画像
に対応付けられた時刻情報と、特定部１５２ａによって画像メモリ１６に格納された異常
音発生期間の情報とを参照して、全期間の超音波画像と異常音発生期間に対応する超音波
画像とをそれぞれ画像メモリ１６から読み出し、モニタ２にそれぞれ表示させる。また、
制御部１７は、特定部１５２ａによって決定された異常音発生期間に基づいて、異常音発
生期間を強調したＥＣＧ波形をモニタ２に表示させる。
【００６２】
　次に、図１２を用いて、実施例２に係る超音波診断装置の処理について説明する。図１
２は、実施例２に係る超音波診断装置による信号解析処理の手順を示すフローチャートで
ある。図１２に示すように、実施例２に係る超音波診断装置においては、超音波プローブ
１とＰＣＧ／ＥＣＧユニット５を用いた検査が実行されると（ステップＳ２０１肯定）、
抽出部１５１ａが心音図のパターンマッチングを実行する（ステップＳ２０２）。
【００６３】
　ここで、心音図に異常音が含まれていた場合には（ステップＳ２０３肯定）、特定部１
５２ａが異常音発生部分の時期を特定する（ステップＳ２０４）。具体的には、特定部１
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５２ａは、心臓の動きがどのような状態の時に異常音が発生したかを特定する。
【００６４】
　その後、制御部１７が、全期間の超音波画像に加えて、異常音発生期間の超音波画像及
び時期をモニタ２に表示させて（ステップＳ２０５）、処理を終了する。具体的には、制
御部１７は、全期間の超音波画像及び異常音発生期間の超音波画像とともに、異常音発生
期間を強調したＥＣＧ波形をモニタ２に表示させる。一方、心音図に異常音が含まれてい
ない場合には（ステップＳ２０３否定）、制御部１７は、全期間の画像のみをモニタ２に
表示させる（ステップＳ２０６）とともに、異常音成分が含まれていない旨のメッセージ
をモニタ２に表示させて、処理を終了する。
【００６５】
　上述したように、実施例２によれば、抽出部１５１ａが、ＰＣＧ／ＥＣＧユニット５に
よって取得された心音図と、健常者の心音図とのパターンマッチングを実行することで、
異常音が発生した時間領域を抽出する。従って、実施例２に係る超音波診断装置は、既存
の装置を用いて被検体Ｐの心臓の異常音発生期間の特定と、異常音発生期間の超音波画像
の自動表示とを実行させることを可能にする。
【実施例３】
【００６６】
　さて、これまで実施例１及び２について説明したが、上述した実施例１及び２以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００６７】
（１）撮影条件の変更
　上述した実施例１及び２では、心疾患によって発生する異常音の発生時期を特定し、特
定した発生時期の超音波画像を表示する場合について説明した。しかしながら、本実施例
の超音波診断装置は、異常音の発生時期を特定した後に、特定した発生時期に基づいて推
定される心疾患の種別に合せた撮影条件に自動変更することも可能である。
【００６８】
　まず、操作者は、異常音の発生時期と心疾患の種別とを対応付けた心疾患情報を内部記
憶部１８に格納する。そして、被検体に対して超音波検査を実行する際に、操作者は、被
検体の各種情報（例えば、年齢、身長、体重、体脂肪率、検査種別など）を入力装置３か
ら入力する。なお、被検体の各種情報は、超音波検査を実行する前に内部記憶部１８に格
納されているものでも構わないし、超音波診断装置に接続された外部記憶装置に格納され
ているものであっても構わない。
【００６９】
　その後、実施例１又は２に記載したように、異常音の発生時期が特定されると、データ
処理部１５が、内部記憶部１８により記憶された心疾患情報に基づいて、被検体が罹患し
ている心疾患の種別を推定する。そして、制御部１７が、データ処理部１５よって推定さ
れた心疾患と被検体の各種情報に基づいて、自装置における撮影条件を自動変更する。
【００７０】
　図１３は、超音波診断装置の自動変更の一例を示す図である。図１３においては、設定
変更前の超音波画像と設定変更後の超音波画像について示している。例えば、制御部１７
は、図１３に示すように、推定された心疾患の種別と被検体の身体の情報に基づいて、視
野深度を「１６ｃｍ」から「１２ｃｍ」に変更し、焦点の位置を変更する。例を挙げれば
、被検体の体型が標準体型よりも痩せ型であった場合に、制御部１７は、被検体における
関心領域（例えば、大動脈弁や僧房弁など）の位置が標準体型の被検体よりも浅いと判定
して、視野深度を浅くする。また、制御部１７は、図１３に示すように、対数増幅された
反射波である入力信号のゲインを「８０」から「８５」に変更して、被検体に最適な画質
調整を実行する。例を挙げれば、被検体の体脂肪率が３０％を越えていた場合に、制御部
１７は、被検体からの反射波信号の強度が低下すると判定し、入力信号のゲインを増加さ
せる。
【００７１】
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　また、制御部１７は、データ処理部１５よって推定された心疾患の種別と被検体の各種
情報に基づいて、超音波プローブ１から送信される超音波の密度を部分的に変更すること
も可能である。例えば、制御部１７は、推定される心疾患の種別に関わる部位に対して送
信する超音波のビーム本数を増加させ、他の部位に対して送信する超音波のビーム本数を
減少させるように制御する。
【００７２】
（２）付加表示
　上述した実施例１及び２では、超音波画像のシネデータ及び異常音発生期間を強調した
ＥＣＧ波形を表示する場合について説明した。しかしながら、本実施例の超音波診断装置
は、超音波画像のシネデータ及び異常音発生期間を強調したＥＣＧ波形の表示画面に被検
体情報などをアノテーション（annotation）させたり、現時点で検査している部分のボデ
ィマークを表示させたりすることも可能である。
【００７３】
　例えば、被検体情報を表示させる場合には、制御部１７が、操作者によって入力された
被検体の各種情報をモニタ２に表示させる。また、ボディマークを表示させる場合には、
内部記憶部１８に種々のボディマークを記憶させておき、制御部１７が現時点で検査され
ている部分のボディマークをモニタ２に表示させる。図１４は、付加表示の一例を示す図
である。
【００７４】
　図１４においては、超音波画像のシネデータ及び異常音発生期間を強調したＥＣＧ波形
の表示画面にボディマークを表示させた例を示している。例えば、制御部１７は、図１４
に示すように、データ処理部１５よって推定された被検体の心疾患で、高頻度に使用され
るボディマークをモニタ２に表示させる。
【００７５】
（３）異常音発生期間シネデータ
　上述した実施例１及び２では、全期間のシネデータ及び異常音発生期間のシネデータを
モニタ２に表示させ続ける場合について説明した。しかしながら、本実施例はこれに限定
されるものではなく、例えば、異常音発生期間のシネデータを間欠的に表示させる場合で
あってもよい。
【００７６】
（４）静止画像
　上述した実施例１及び２では、動画像であるシネデータを表示させる場合について説明
した。しかしながら、本実施例はこれに限定されるものではなく、例えば、静止画像を表
示させる場合であってもよい。かかる場合には、超音波画像１枚ごとに異常音成分を含む
反射波信号数を算出して、超音波画像１枚の生成に用いられた全反射波信号数に対する算
出した反射波信号数の割合に基づいて、モニタ２に表示させる超音波画像を決定してもよ
い。例えば、制御部１７は、各超音波画像において、異常音成分が含まれていた反射波信
号の割合が最も高い超音波画像を静止画像として選択する。
【００７７】
　また、異常音発生期間に対応する複数の超音波画像をすべて並列表示させる場合でもよ
い。或いは、異常音発生期間に対応する複数の超音波画像をサムネイル画像として表示さ
せる場合であってもよい。
【００７８】
　また、静止画像を操作者が選択する場合であってもよい。例えば、超音波検査の終了後
に、画像メモリ１６又は内部記憶部１８によって記憶された超音波画像の静止画像をモニ
タ２にスライド表示させ、操作者が入力装置３に備えられたトラックボールなどを用いて
超音波画像を選択して、選択された超音波画像を静止画像として、モニタ２に表示させる
。
【００７９】
（５）表示画像
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　モニタ２に表示される超音波画像の選択は任意であり、上記（３）異常音発生期間シネ
データ及び（４）静止画像以外にも、例えば、心拍の特徴点を起点として決定される場合
であってもよい。
【００８０】
（６）異常音発生時期の決定
　上述した実施例１では、ＥＣＧ波形の時刻情報と超音波の送受信時の時刻情報とを用い
て異常音発生時期を決定する場合について説明した。しかしながら、本実施例はこれに限
定されるものではなく、例えば、ＥＣＧ波形に対応付けた超音波画像のフレーム番号を用
いる場合であってもよい。
【００８１】
（７）周波数成分及び心音
　上述した実施例１又は２では、被検体の周波数成分又は心音を、健常者の周波数成分又
は心音と比較する場合について説明した。しかしながら、本実施例はこれに限定されるも
のではなく、例えば、被検体が過去に検査した際の周波数成分又は心音のデータを用いる
場合であってもよい。例を挙げれば、被検体が過去に検査した際の周波数成分又は心音の
データを用いて、治療の経過観察を行ってもよい。
【００８２】
　以上説明したとおり、実施例１、２及び３によれば、本実施例の超音波診断装置は、心
疾患を診断するための的確な超音波画像を収集して、心疾患の診断を容易にすることを可
能にする。
【００８３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００８４】
　１　超音波プローブ
　２　モニタ
　３　入力装置
　４　心電計
　５　ＰＣＧ／ＥＣＧユニット
　１０　装置本体
　１１　送信部
　１２　受信部
　１５　データ処理部
　１６　画像メモリ
　１７　制御部
　１８　内部記憶部
　１５１、１５１ａ　抽出部
　１５２　１５２ａ　特定部
　１５３　画像生成部
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